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(57)【要約】
【課題】　簡素な構成にもかかわらず、電子機器の卓上
や床上への載置と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方
法を実現できることに加え、使い勝手に優れている電子
機器の支持装置を提供する。
【解決手段】　一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、筐
体を載置する際には中間部材２０を収容した状態で結合
される一方、筐体を壁掛けする際には中間部材２０を介
して結合される。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ筐体凹部または筐体凸部が形成された底面および背面を備えた電子機器の筐体
を支持する支持装置であって、卓上や床上への載置と、壁面上への壁掛けとのそれぞれに
おいて筐体を支持する支持装置において、
　それぞれ、板状を呈し、第１の板面に筐体凹部または筐体凸部に対応して形成された脚
凸部または脚凹部を備えた一対の支持脚と、中間部材とを備え、
　筐体を載置する際に、前記一対の支持脚は、
　　その対同士が対間に前記中間部材を収容した状態で結合され、
　　第２の板面が卓または床の表面に接するように置かれ、かつ、
　　前記脚凸部または前記脚凹部が筐体の底面に形成された筐体凹部または筐体凸部に係
合した状態で、筐体を前記第１の板面上に載置支持する一方、
　筐体を壁掛けする際に、前記一対の支持脚は、
　　その対同士が前記中間部材を介して結合され、
　　前記第２の板面が壁面に接するように取り付けられ、かつ、
　　前記脚凸部または前記脚凹部に筐体の背面に形成された筐体凹部または筐体凸部が係
合することにより、筐体を前記第１の板面前にて引っ掛け支持することを特徴とする支持
装置。
【請求項２】
　前記一対の支持脚は、それぞれ脚長手方向を有し、
　前記中間部材は、部材長手方向を有し、
　筐体を載置する際に、前記一対の支持脚は、その対同士が対間に前記部材長手方向が前
記脚長手方向に平行な向きにされた前記中間部材を収容した状態で結合される一方、
　筐体を壁掛けする際に、前記一対の支持脚は、その対同士が前記部材長手方向が前記脚
長手方向に直角な向きにされた前記中間部材を介して結合される請求項１に記載の支持装
置。
【請求項３】
　筐体を壁掛けする際に、前記中間部材は、前記一対の支持脚にネジ止めされる請求項１
または２に記載の支持装置。
【請求項４】
　筐体を載置する際に、前記一対の支持脚は、その対間に前記中間部材をこれが遊ぶこと
なく固定的に収容する請求項１乃至３のいずれか一項に記載の支持装置。
【請求項５】
　筐体を壁掛けする際に、前記一対の支持脚の対同士は、前記中間部材を介して間接的に
結合される一方、直接的には離間している請求項１乃至４のいずれか一項に記載の支持装
置。
【請求項６】
　前記脚凸部は、フック状を呈している請求項１乃至５のいずれか一項に記載の支持装置
。
【請求項７】
　前記一対の支持脚は、筐体をネジ止めするための雌ネジ部を備えている請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の支持装置。
【請求項８】
　前記一対の支持脚は、筐体を載置する際には筐体の底面から食み出し、かつ、筐体を壁
掛けする際には筐体の背面から食み出す端部を備えており、該端部には、該一対の支持脚
を卓または床の表面ならびに壁面にネジ止めするための空き孔が形成されている請求項１
乃至７のいずれか一項に記載の支持装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の支持装置と、前記筐体とを有し、卓上や床上へ
の載置と、壁面上への壁掛けとが可能なことを特徴とする電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器を設置する際にその筐体を支持する支持装置に関し、特に、電子機
器の卓上や床上への載置と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法を実現する支持装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　構内電話交換機等の電子機器には、底面が扁平または狭面積であって自立し難い筐体を
有し、卓上や床上への載置と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法に対応したものがあ
る。
【０００３】
　この種の電子機器として、特許文献１には、奥行き寸法が小さい薄型の筐体を有し、卓
上や床上への載置と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法に対応した音響装置が開示さ
れている。
【０００４】
　この音響装置には、一対の支持脚から成る支持装置が適用されている。この支持装置は
、一対の支持脚が音響装置の筐体の底面に取り付けられたときは、音響装置の卓上や床上
への載置を可能にする一方、一対の支持脚が音響装置の筐体の背面に取り付けられたとき
は、音響装置の壁面上への壁掛けを可能にするものである。つまり、卓上や床上への載置
と、壁掛けとで別の支持装置を用いることがなく、簡素な構成である。
【０００５】
　また、電子機器の支持装置ではないが、一対の支持部材の対向間隔を調整可能な支持装
置の類が、例えば、特許文献２に開示されている。この支持装置は、ＩＣチップを支持お
よび搬送するＩＣキャリアであり、スパイラルディスクの回転方向の態勢に応じて一対の
ＩＣチップ支持部材の対向間隔が変化するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開昭５６－１６２６８２号公報
【特許文献２】特開平０７－３１８６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２に開示された支持装置は、種々のサイズのＩＣチップに対応して一対の支持
部材の対向間隔を調整可能に構成されているため、一対の支持部材に加え、スパイラルデ
ィスクや、支持部材の可動範囲を規定かつ案内する枠体、ガイド板、およびカバー等の多
数の部品から成る複雑な構成であり、部品コストが高く、組み立ても煩雑である。
【０００８】
　一方、特許文献１に開示された支持装置は、一対の支持脚から成る簡素な構成にもかか
わらず、電子機器の卓上や床上への載置と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法を実現
している。しかし、特許文献１に開示された支持装置は、壁掛け時には、一対の支持脚を
筐体の背面に予め取り付けた後に、一対の支持脚に対応して壁面に設けられた一対以上の
釘やフックに引っ掛ける必要がある。ところが、この支持装置においては、筐体に一対の
支持脚が取り付けられて初めて一対の支持脚の間隔が確定するものである。このため、一
対の支持脚の確定間隔を模した型紙を予め作成しておき、この型紙を用いて一対以上の釘
やフックを一対の支持脚に対応した間隔で設ける作業が必要である。このように、特許文
献１に開示された支持装置は、壁掛けに際して、型紙を要すると共に、型紙を用いた予作
業が必要であり、使い勝手に劣るものであった。
【０００９】
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　それ故、本発明の課題は、簡素な構成にもかかわらず、電子機器の卓上や床上への載置
と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法を実現できることに加え、使い勝手に優れてい
る電子機器の支持装置を提供することである。
【００１０】
　本発明の他の課題は、そのような支持装置を有する電子機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、それぞれ筐体凹部または筐体凸部が形成された底面および背面を備え
た電子機器の筐体を支持する支持装置であって、卓上や床上への載置と、壁面上への壁掛
けとのそれぞれにおいて筐体を支持する支持装置において、それぞれ、板状を呈し、第１
の板面に筐体凹部または筐体凸部に対応して形成された脚凸部または脚凹部を備えた一対
の支持脚と、中間部材とを備え、筐体を載置する際に、前記一対の支持脚は、その対同士
が対間に前記中間部材を収容した状態で結合され、第２の板面が卓または床の表面に接す
るように置かれ、かつ、前記脚凸部または前記脚凹部が筐体の底面に形成された筐体凹部
または筐体凸部に係合した状態で、筐体を前記第１の板面上に載置支持する一方、筐体を
壁掛けする際に、前記一対の支持脚は、その対同士が前記中間部材を介して結合され、前
記第２の板面が壁面に接するように取り付けられ、かつ、前記脚凸部または前記脚凹部に
筐体の背面に形成された筐体凹部または筐体凸部が係合することにより、筐体を前記第１
の板面前にて引っ掛け支持することを特徴とする支持装置が得られる。
【００１２】
　前記一対の支持脚は、それぞれ脚長手方向を有し、前記中間部材は、部材長手方向を有
し、筐体を載置する際に、前記一対の支持脚は、その対同士が対間に前記部材長手方向が
前記脚長手方向に平行な向きにされた前記中間部材を収容した状態で結合される一方、筐
体を壁掛けする際に、前記一対の支持脚は、その対同士が前記部材長手方向が前記脚長手
方向に直角な向きにされた前記中間部材を介して結合されてもよい。
【００１３】
　筐体を壁掛けする際に、前記中間部材は、前記一対の支持脚にネジ止めされてもよい。
【００１４】
　筐体を載置する際に、前記一対の支持脚は、その対間に前記中間部材をこれが遊ぶこと
なく固定的に収容してもよい。
【００１５】
　筐体を壁掛けする際に、前記一対の支持脚の対同士は、前記中間部材を介して間接的に
結合される一方、直接的には離間していてもよい。
【００１６】
　前記脚凸部は、フック状を呈していてもよい。
【００１７】
　前記一対の支持脚は、筐体をネジ止めするための雌ネジ部を備えていてもよい。
【００１８】
　前記一対の支持脚は、筐体を載置する際には筐体の底面から食み出し、かつ、筐体を壁
掛けする際には筐体の背面から食み出す端部を備えており、該端部には、該一対の支持脚
を卓または床の表面ならびに壁面にネジ止めするための空き孔が形成されていてもよい。
【００１９】
　本発明によれば、前記支持装置と、前記筐体とを有し、卓上や床上への載置と、壁面上
への壁掛けとが可能なことを特徴とする電子機器が得られる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明による支持装置は、簡素な構成にもかかわらず、電子機器の卓上や床上への載置
と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法を実現できることに加え、使い勝手に優れてい
る。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】本発明の実施例による支持装置の支持対象である電子機器としての構内電話交換
機を示す斜視図であり、（ａ）はその正面側を示し、（ｂ）は背面側を示す。
【図２】本発明の実施例による支持装置を示す斜視図であり、（ａ）は筐体を卓上や机上
に載置する際の状態を示し、（ｂ）は筐体を壁面上に壁掛けする際の状態を示す。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、筐体を卓上や机上に載置する際の図１に示された支持装置の
使用方法を説明するための斜視図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、筐体を壁面上に壁掛けする際の図１に示された支持装置の使
用方法を説明するための斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明による支持装置は、それぞれ筐体凹部または筐体凸部が形成された底面および背
面を備えた電子機器の筐体を支持する支持装置であって、卓上や床上への載置と、壁面上
への壁掛けとのそれぞれにおいて筐体を支持するものである。
【００２３】
　本支持装置は、それぞれ、板状を呈し、第１の板面に筐体凹部または筐体凸部に対応し
て形成された脚凸部または脚凹部を備えた一対の支持脚と、中間部材とを備えている。
【００２４】
　そして、筐体を載置する際には、一対の支持脚は、その対同士が対間に中間部材を収容
した状態で結合され、第２の板面が卓または床の表面に接するように置かれ、かつ、脚凸
部または脚凹部が筐体の底面に形成された筐体凹部または筐体凸部に係合した状態で、筐
体を第１の板面上に載置支持する。
【００２５】
　一方、筐体を壁掛けする際には、一対の支持脚は、その対同士が中間部材を介して結合
され、第２の板面が壁面に接するように取り付けられ、かつ、脚凸部または脚凹部に筐体
の背面に形成された筐体凹部または筐体凸部が係合することにより、筐体を第１の板面前
にて引っ掛け支持する。
【００２６】
　このような構成により、一対の支持脚の対向間隔が中央部材によって確定する。即ち、
本支持装置は、電子機器の筐体に装着されなくとも、支持装置自体で一対の支持脚の対向
間隔が確定する。このため、本支持装置は、一対の支持脚の確定間隔を模した型紙や、そ
のような型紙を用いて一対以上の釘やフックを一対の支持脚に対応した間隔で設ける作業
を不要とする。つまり、本支持装置は、簡素な構成にもかかわらず、電子機器の卓上や床
上への載置と、壁面上への壁掛けとの両方の設置方法を実現できることに加え、使い勝手
に優れている。
【実施例】
【００２７】
　以下、図面を参照して、本発明による支持装置のより具体的な実施例を詳細に説明する
。
【００２８】
　本発明の実施例による支持装置は、電子機器として図１（ａ）および（ｂ）に示された
構内電話交換機の筐体１１０を、卓上や床上への載置と、壁面上への壁掛けとのそれぞれ
において支持するものである。筐体１１０は、上側の本体部と下側のバッテリーボックス
とが一体に構成されており、略直方体状を呈している。また、筐体１１０の底面１１０Ｂ
および背面１１０Ｒにはそれぞれ、筐体凹部または筐体凸部として、筐体凹部１１０ｒｓ
（背面１１０Ｒの筐体凹部のみ図示）が形成されている。
【００２９】
　図２（ａ）および（ｂ）を参照すると、本発明の実施例による支持装置は、一対の支持
脚１０ａおよび１０ｂと、中間部材２０とによって構成されている。本例では、一対の支
持脚１０ａおよび１０ｂならびに中間部材２０のどちらも板金製であるが、樹脂もしくは
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金属と樹脂との複合材であってもよい。
【００３０】
　一対の支持脚１０ａおよび１０ｂはそれぞれ、板状を呈し、第１の板面（図２（ａ）中
、上側の板面）に、筐体凹部１１０ｒｓ（図２（ｂ）に図示）に対応して形成された脚凸
部１２を備えている。脚凸部１２は、その先端がフック状を呈している。
【００３１】
　一対の支持脚１０ａおよび１０ｂはまた、脚長手方向Ｌ１０を有している。中間部材２
０も、部材長手方向Ｌ２０を有している。
【００３２】
　次に、本支持装置の使用方法を説明しつつ、本支持装置の構造をより詳しく説明する。
【００３３】
　本支持装置は、筐体１１０を卓上または床上に載置する際には、図２（ａ）ならびに図
３（ａ）～（ｃ）に示されるように、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂが、その対同士が
対間に中間部材２０を収容した状態で結合される。特に、一対の支持脚１０ａおよび１０
ｂはその対同士が、対間に部材長手方向Ｌ２０が脚長手方向Ｌ１０に平行な向きにされた
中間部材２０を収容した状態で結合される。また、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、
その対間に中間部材２０をこれが遊ぶことなく固定的に収容する。固定的に収容されるの
は、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂに形成された隙間に中間部材２０に形成されたリブ
２４が嵌め込まれるからである。
【００３４】
　次いで、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、その第２の板面（図中、下側の板面）が
卓または床の表面に接するように置かれる。図３（ｃ）から明らかなように、一対の支持
脚１０ａおよび１０ｂは、筐体１１０を載置する際に、筐体１１０の底面１１０Ｂから端
部が食み出す。この端部には、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂを卓または床の表面に図
示しないネジによってネジ止めするための４個（図３（ｃ）中、３個のみ図示）の空き孔
１５が形成されている。
【００３５】
　さらに、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、その脚凸部１２が筐体１１０の底面１１
０Ｂに形成された筐体凹部（図示せず）に係合した状態で、筐体１１０を第１の板面（図
中、上側の板面）上に載置支持する。尚、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、筐体１１
０をネジ５０によってネジ止めするための４個の雌ネジ部１６を備えている。
【００３６】
　以上ようにして、本支持装置により、筐体１１０が卓上または床上に載置支持される。
【００３７】
　一方、筐体１１０を壁面上に壁掛けする際には、図２（ｂ）ならびに図４（ａ）～（ｃ
）に示されるように、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、その対同士が中間部材２０を
介して結合される。特に、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂはその対同士が、部材長手方
向Ｌ２０が脚長手方向Ｌ１０に直角な向きにされた中間部材２０を介して結合される。ま
た、中間部材２０は、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂにネジ３０を用いてネジ止めされ
る。図４（ａ）から明らかなように、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂの対同士は、中間
部材２０を介して間接的に結合される一方、直接的には離間している。
【００３８】
　次いで、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、その第２の板面（図中、後ろ側の板面）
が壁面に接するように取り付けられる。図４（ｃ）から明らかなように、一対の支持脚１
０ａおよび１０ｂは、筐体１１０を壁掛けする際に、筐体１１０の背面１１０Ｒから端部
が食み出す。この端部には、前述したように、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂを壁面に
ネジ４０によってネジ止めするための４個の空き孔１５が形成されている。
【００３９】
　さらに、一対の支持脚１０ａおよび１０ｂは、その脚凸部１２に筐体１１０の背面１１
０Ｒに形成された筐体凹部１１０ｒｓが係合することにより、筐体１１０を第１の板面（
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図中、前側の板面）前にて引っ掛け支持する。
【００４０】
　以上ようにして、本支持装置により、筐体１１０が壁面上に引っ掛け支持される。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　以上説明した実施例に限定されることなく、本発明は、その範囲内であれば、種々の変
形が可能であることは云うまでもない。
【符号の説明】
【００４２】
　　１０ａ、１０ｂ　　支持脚
　　１２　　　脚凸部
　　１３　　　雌ネジ部
　　１４　　　隙間
　　１５　　　空き孔部
　　１６　　　雌ネジ部
　　２０　　　中間部材
　　２４　　　リブ
　　３０、４０、５０　　　ネジ
　１１０　　　筐体
　１１０Ｂ　　底面
　１１０Ｒ　　背面
　１１０ｒｓ　筐体凹部
　Ｌ１０　　　脚長手方向
　Ｌ２０　　　部材長手方向

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月27日(2009.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　一対の支持脚１０ａおよび１０ｂはそれぞれ、板状を呈し、第１の板面（図２（ａ）中
、上側の板面。図２（ｂ）中、手前側の板面）に、筐体凹部１１０ｒｓ（図１（ｂ）に図
示）に対応して形成された脚凸部１２を備えている。脚凸部１２は、その先端がフック状
を呈している。
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